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「トップレベル事業所」認定に関するお知らせ（赤坂インターシティ） 

 

赤坂インターシティ（本投資法人が信託受益権を通じてその一部を保有しています。）が、都民

の健康と安全を確保する環境に関する条例（以下「東京都環境確保条例」といいます。）に基づい

て、優良特定地球温暖化対策事業所の「トップレベル事業所」に認定されましたので、下記の通り

お知らせいたします。 

 

 

記 

 

１．「優良特定地球温暖化対策事業所」について 

赤坂インターシティに係る権利者である本投資法人は、東京都環境確保条例に基づいて、東京都

より平成 24 年 2 月 17 日付「優良特定地球温暖化対策事業所認定通知書」を受領し、同ビルにつき

「トップレベル事業所」（地球温暖化対策の推進の程度が特に優れている事業所）と認定されまし

た。 

優良特定地球温暖化対策事業所とは、大規模事業所について、ＣＯ2 削減推進体制の整備、建

物・設備の性能、事業所・設備の運用管理等の 228 項目について審査を行い、東京都知事が定める

基準に適合する場合に、地球温暖化対策の推進の程度が特に優れた事業所として、東京都が認定す

る事業所をいいます。認定された事業所は対策推進の程度に応じて特定温室効果ガスの排出総量削

減義務率の緩和を受けることができ、「トップレベル事業所」については削減義務率が 2 分の１に

軽減されます。 

 

２．赤坂インターシティにおける環境・省エネ対策 

赤坂インターシティでは次のような環境に配慮した積極的な取り組みを行っており、「優良特定

地球温暖化対策事業所」の中でも対策の推進の程度が極めて優れている事業所として、「トップレ

ベル事業所」に認定されています。 

 

（１）ＣＯ2削減推進体制の整備状況 

・CO2排出削減を行うためテナント及び管理会社との推進体制の整備 
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（２）建物・設備性能（省エネルギー性能等） 

・テラコッタの日射遮蔽ルーバーと高性能遮熱断熱（Low-e）ガラスの採用 

・高効率照明及び明るさセンサーによる自動調光システムの導入 

・空調システムと連動した外気冷房システム、及び自然換気システムの導入 

・地域冷暖房施設と連携した天然ガスコジェネレーションシステムの導入 

（３）設備の運用管理（熱源・熱搬送設備） 

・ビルエネルギーマネジメントシステム（BEMS）活用によるエネルギー管理 

 

３．本投資法人の今後の対応 

本投資法人は、保有するビルの環境・省エネ対策やエネルギー利用の効率化について、地球環境

保護及び地球温暖化防止の観点に立ち、ＰＭ会社と連携しながら今後も対応を進めていきます。 

 

以上 

【添付資料】 

参考資料  赤坂インターシティ 物件概要 

 

 

※本投資法人のホームページアドレス : http://www.excellent-reit.co.jp/ 

 

http://www.excellent-reit.co.jp/
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【参考資料】 赤坂インターシティ 物件概要 

 

 

 所在地  東京都港区赤坂一丁目 11番 44号 

敷地面積 8,019.87㎡ 

延床面積 73,061.33㎡ 

構造   S、SRC 

階数   地下 3階 29階建 

建築時期 平成 17年 1月 28日 

PML    9.2％ 


